
議員提出第８号議案  

 

   住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長を求める意  

見書  

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定により提

出する。  

  平成３０年１０月１９日  

         提  出  者  

足立区議会議員   渡 辺  ひであき 

同         前 野  和 男 

同         新 井  ひ で お 

同         ぬ か が  和 子 

同         古 性  重 則 

同         吉 岡   茂  

同         た が た  直 昭 

同         長 井  まさのり 

同         く ぼ た  美 幸 

同         お ぐ ら  修 平 

同         は た の  昭 彦 

同         伊 藤  のぶゆき 

 

足立区議会議長   かねだ    正   様  

 

（提案理由）  

 国会及び政府に対し、住民票の除票等の保存期間の延長と、保存する

情報管理体制の確保を求めるため、本案を提出する。  

 

 



住 民 票 の 除 票 及 び 戸 籍 の 附 票 の 除 票 の 保 存 期 間 の 延 長 を 求 め る

意見書   

 

平成２９ 年６ 月、民間 有識者 でつくる「所有 者不明 土地問 題研

究会」は、平 成２ ８年時 点で 所有者を 特定 できな い土地 が 全国で

九州本島 を上 回る 約 ４１０ 万 ヘクター ルに 及び 、この まま 推移す

る と ２ ０ ４ ０ 年 に は 北 海 道 本 島 並 み の 約 ７ ２ ０ 万 ヘ ク タ ー ル に

達すると の試 算を公 表した 。  

今後 、相続 登記が なされ ずに 実際の所 有者 が把握 できな い 土地

は さらに 増え ると見 込まれ て おり、このよ うな 所有者 不明 土地に

よ る 経 済 損 失 額 は ２ ０ ４ ０ 年 ま で に 約 ６ 兆 円 規 模 に 上 る と 試 算

されてい る。  

政 府 は 、 本 年 の 通 常 国 会 に お い て 、「 所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の

円滑化等 に 関 する特 別措置 法 」を成立さ せ、土 地の所 有者 探索を

合理化す る仕 組みと 、所 有者 不明土地 を適 切に管 理する 仕 組みを

創設した 。また 、本年 ６月 に 策定され た「所有 者不明 土地 等対策

の推進に 関す る基本 方針 」や「経済 財政運 営と 改革の 基本 方針（ 骨

太の方針 ）２０１ ８」では 、住民票の 除票 等の保 存期間 延 長につ

いて検討 すべ きと さ れ てい る 。  

不 動 産 登 記 簿 で は 所 有 者 の 特 定 は 住 所 と 氏 名 の み で な さ れ る

ため 、住民 票の情 報が最 も重 要である 。 しかし ながら 、住 民票の

除票及び 戸籍 の附票 の除票 に ついては 、５ 年を 超えた 保存 は法的

に義務付 けら れて お らず 、核 家族化や 単身 独居化 が進ん で いる現

在、５年の 保存 では転 居履歴 を十分に 追え ず、土地 等の所 有者が

不明にな って しま う 。  

よって、足立 区 議会は 国会及 び政府に 対し、住民票 の除票 等の

保存期間 を延 長する ことで、所有者不 明土 地だけ でなく、空き家

問題にお ける 所有者 の特定 が 一層容易 とな るよう 、保 存す る情報



管理体制の確保を含め、下記事項の実現を 強く求めるものである 。 

記  

１  住民基本台帳法施行令 第 ３４条第１項に定める住民 票 の除 票

及び戸籍 の附 票の除 票の保 存 期間を 、現 行の５ 年から １５ ０年

程度に延 長す ること 。  

２  住民 基本 台帳法 施行令 改 正までの 期間 、各 自治体 にお いて除

票等の 廃 棄が 進行し ないよ う 、廃 棄作業 を当面 凍結す るよ う 各

自治体に 通達 するこ と。  

 以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、 意 見 書 を 提 出 す る 。 

 平成   年   月   日  

                   議   長   名  

衆議院議 長  

参議院議 長  

内閣総理 大臣  

総務大臣     あ   て  

法務大臣  

農林水産 大臣  

国土交通 大臣  


